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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年５月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和３年１１月２０日 ２２時００分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

酒田灯台から真方位２６２°５３.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°４８.９′ 東経１３８°４１.０′） 

事故の概要 漁船第五十一八紘
はっこう

丸は、漂泊中、停泊用発電装置付近から火災が

発生した。 

事故調査の経過  令和３年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十一八紘丸、１９トン 

ＡＭ２－５５１４（漁船登録番号）、個人所有 

１７.６４ｍ（Lr）×４.３７ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、船内機、７５９.００kＷ、昭和６１年４月 

第２１２－７１３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１２月１１日 

免許証交付日 令和２年１月１５日 

（令和８年１月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 後部甲板及び船体上部構造物に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ 

 事故の経過  本船は、船長及び技能実習生（以下「実習生」という。）２人（イ

ンドネシア共和国籍）が乗り組み、いか一本釣り漁業の操業を行う

目的で、令和３年１１月２０日０６時３０分ごろ新潟県村上市岩船

港を出港し、１１時００分ごろ酒田港西方沖の漁場に到着した。 

船長は、操業を開始し、１６時００分ごろまで続けたものの、漁

獲がなかったので操業を止め、翌日の明け方から再開することと

し、パラシュート型シーアンカーを投入して漂泊した。 



- 2 - 

船長は、１９時００分ごろ船内電源を主機駆動発電機から、ふだ

ん、漂泊するときに使用している後部甲板右舷側に設置した発電装

置に切り替えて主機を停止し、機関室及び停泊用発電装置（以下

「発電装置」という。）の見回りを行わずに操舵室後方の船員室の寝

台で就寝した。 

船長は、２２時００分ごろ、発電装置から異音が聞こえたので、

操舵室から機関室の囲い壁上を通り、発電装置に向かっていたとこ

ろ、船内電源が喪失したことに気付いた。 

船長は、その後、後部甲板上に下り、発電装置を確認したとこ

ろ、白煙が立ち込めているとともに、炎が発生しているのを認め、

後部甲板上に備え置いていた持ち運び式消火器で、その場に立って

消火作業を始めたものの、煙を吸い込んで息苦しくなり、消火作業

を中断して後部甲板上部の天井に上がった。 

船長は、後部甲板に下り、再度、発電装置を確認したところ、黒

煙が立ち込めて炎が大きくなっているのを認めて危険を感じ、後部

甲板下方の寝台で就寝中の実習生２人を起こし、３人でペットボト

ルに入れていた水を使って消火を試みたものの、火勢が更に増し

た。 

船長は、このまま本船にとどまると命に危険が及ぶと考え、実習

生２人に退船するための救命筏
いかだ

を準備させ、自身は操舵室に戻って

漁業無線機と船舶電話で、本船の西方沖で操業していた僚船２隻に

救助を依頼した。 

船長及び実習生２人は、２２時３０分ごろ救命筏に移乗して避難

し、２３時００分ごろ来援した僚船に救助された後、海上保安庁に

本事故の発生を通報した。 

本船は、２１日０２時００分ごろ到着した巡視船が、消火放水を

継続して行ったものの、火勢が増長し、１１時４５分ごろ本事故発

生場所付近で沈没した。 

船長及び実習生２人を救助した僚船は、２１日０７時４５分ごろ

酒田港に入港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船船体略図 参照） 

 その他の事項  本船は、操舵室前端から船尾端までの開口部をＦＲＰで作製した

板で囲い、発電装置を設置した天井に排気ファンを取り付けてい

た。 

 本船の発電装置の周囲には、以前から漁具を入れたかご等を置い

ていたが、固縛していたので、これまで時化等の船体動揺により、

それらのものが発電装置に接触したことはなく、それが原因でぼや

を起こすことはなかった。 

 本船の発電装置は、油漏れ等はなく、運転状況は良好であり、年

に１回定期整備を行っていた。 
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 船長は、これまで就寝前に発電装置の見回りを行った際、実習生

が、操業で濡れたカッパを乾かすため、発電装置に干していたのを

認めた際、機関室の手すりに干すよう指導していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、酒田港西方沖において漂泊中、発電装置付近から出火

し、火災が発生したものと考えられる。 

本船は、船長が、発電装置付近から出火しているのを認めていた

ことから、発電装置付近に異状が発生して出火し、燃え広がった可

能性があると考えられるが、本船が沈没したことから、出火に至っ

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、酒田港西方沖において漂泊中、発電装

置付近から出火したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、漂泊中、就寝前に発電装置の周囲に可燃物がないか発

電装置の見回りを励行すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和３年１１月２０日 

 ２２時００分ごろ発生） 

山形県酒田市 

新潟県村上市 

（写真：海上保安庁提供） 
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付図２ 本船船体略図 
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